
  基準日：平成 24年 6月 5日現在    

 

    

受益証券等の保護預かりに関する契約締結前交付書面受益証券等の保護預かりに関する契約締結前交付書面受益証券等の保護預かりに関する契約締結前交付書面受益証券等の保護預かりに関する契約締結前交付書面    

 

投資信託総合投資信託総合投資信託総合投資信託総合取引口座の取引口座の取引口座の取引口座のお申し込みにあたっては、以下の記載事項、投資信託お申し込みにあたっては、以下の記載事項、投資信託お申し込みにあたっては、以下の記載事項、投資信託お申し込みにあたっては、以下の記載事項、投資信託

総合取引約款をよくお読みになり、内容をご理解ください。総合取引約款をよくお読みになり、内容をご理解ください。総合取引約款をよくお読みになり、内容をご理解ください。総合取引約款をよくお読みになり、内容をご理解ください。    

 

本契約の概要本契約の概要本契約の概要本契約の概要        

お客さまがお客さまがお客さまがお客さまが当行で当行で当行で当行で保有される保有される保有される保有される受受受受益証券等の保護預かりに関する契約となります。益証券等の保護預かりに関する契約となります。益証券等の保護預かりに関する契約となります。益証券等の保護預かりに関する契約となります。    

当行は、受益証券のうち当行で取得されたものに当行は、受益証券のうち当行で取得されたものに当行は、受益証券のうち当行で取得されたものに当行は、受益証券のうち当行で取得されたものについてついてついてついて、、、、投資信託総合取引約款投資信託総合取引約款投資信託総合取引約款投資信託総合取引約款およびそおよびそおよびそおよびそ

の他の法令の定めに従っての他の法令の定めに従っての他の法令の定めに従っての他の法令の定めに従って当行の固有財産と分別して当行の固有財産と分別して当行の固有財産と分別して当行の固有財産と分別してお預かりします。お預かりします。お預かりします。お預かりします。    

    

本契約のサービスを提供する当行本契約のサービスを提供する当行本契約のサービスを提供する当行本契約のサービスを提供する当行の概要の概要の概要の概要    

商号等商号等商号等商号等                        楽天楽天楽天楽天銀行株式会社銀行株式会社銀行株式会社銀行株式会社    登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関    関東財務局長（登金関東財務局長（登金関東財務局長（登金関東財務局長（登金）第）第）第）第６０９６０９６０９６０９号号号号    

本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地    〒〒〒〒111140404040----0000000002020202    東京都品川区東品川東京都品川区東品川東京都品川区東品川東京都品川区東品川 4444----12121212----3333    

代表者代表者代表者代表者            代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    永田永田永田永田    俊一俊一俊一俊一    

加入協会加入協会加入協会加入協会        日本証券業協会、金融先物取引業協会日本証券業協会、金融先物取引業協会日本証券業協会、金融先物取引業協会日本証券業協会、金融先物取引業協会    

資本金資本金資本金資本金            22225555,,,,954954954954 百万円百万円百万円百万円    

主な事業主な事業主な事業主な事業        銀銀銀銀行業行業行業行業    

設立年月日設立年月日設立年月日設立年月日    2000200020002000 年年年年 1111 月月月月 14141414 日日日日    

    

本契約において当行本契約において当行本契約において当行本契約において当行が行う金融商品取引業の内容および方法の概要が行う金融商品取引業の内容および方法の概要が行う金融商品取引業の内容および方法の概要が行う金融商品取引業の内容および方法の概要    

本契約において当行本契約において当行本契約において当行本契約において当行が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 33333333 条第条第条第条第 3333 項等の規定に基項等の規定に基項等の規定に基項等の規定に基

づき登録金融機関が行う有価証券等管理業務であり、当づき登録金融機関が行う有価証券等管理業務であり、当づき登録金融機関が行う有価証券等管理業務であり、当づき登録金融機関が行う有価証券等管理業務であり、当行行行行では、インターネットを経由しでは、インターネットを経由しでは、インターネットを経由しでは、インターネットを経由し

た当た当た当た当行行行行所定の手続きに従い、投資信託総合取引所定の手続きに従い、投資信託総合取引所定の手続きに従い、投資信託総合取引所定の手続きに従い、投資信託総合取引口座口座口座口座をお申し込みいただいた上で、ファンをお申し込みいただいた上で、ファンをお申し込みいただいた上で、ファンをお申し込みいただいた上で、ファン

本契約にかかるサービスの利用手数料本契約にかかるサービスの利用手数料本契約にかかるサービスの利用手数料本契約にかかるサービスの利用手数料    

0000 円円円円    

    

クーリングオフクーリングオフクーリングオフクーリングオフ    

（契約締結時交付書面を受領後、一定の期間、書面により当該契約の解除がで（契約締結時交付書面を受領後、一定の期間、書面により当該契約の解除がで（契約締結時交付書面を受領後、一定の期間、書面により当該契約の解除がで（契約締結時交付書面を受領後、一定の期間、書面により当該契約の解除がで

きる制度）きる制度）きる制度）きる制度）    

当サービスのご契約に関しては、金融商品取引法第当サービスのご契約に関しては、金融商品取引法第当サービスのご契約に関しては、金融商品取引法第当サービスのご契約に関しては、金融商品取引法第 37373737 条の条の条の条の 6666 の規定（クーリの規定（クーリの規定（クーリの規定（クーリ

ングオフ）の適用はございません。ングオフ）の適用はございません。ングオフ）の適用はございません。ングオフ）の適用はございません。 



ドのお取引の注文を受け付けております。ドのお取引の注文を受け付けております。ドのお取引の注文を受け付けております。ドのお取引の注文を受け付けております。    

    

本契約の終了理由本契約の終了理由本契約の終了理由本契約の終了理由        

本契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。本契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。本契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。本契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。    

    

（（（（1111）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当行行行行が投資信託総合取引が投資信託総合取引が投資信託総合取引が投資信託総合取引口座口座口座口座の解約をの解約をの解約をの解約を    

申し出た場合申し出た場合申し出た場合申し出た場合        

（（（（2222））））お客さまが被相続人となる相続の開始があった場合お客さまが被相続人となる相続の開始があった場合お客さまが被相続人となる相続の開始があった場合お客さまが被相続人となる相続の開始があった場合        

（（（（3333））））お客さまがお客さまがお客さまがお客さまが投資信託総合取引投資信託総合取引投資信託総合取引投資信託総合取引約款の定めまたは当行のその他の規定に違反した場合約款の定めまたは当行のその他の規定に違反した場合約款の定めまたは当行のその他の規定に違反した場合約款の定めまたは当行のその他の規定に違反した場合        

（（（（4444）お客さまが）お客さまが）お客さまが）お客さまが投資信託総合取引投資信託総合取引投資信託総合取引投資信託総合取引約款の約款の約款の約款の変更に同意しないとき変更に同意しないとき変更に同意しないとき変更に同意しないとき        

（（（（5555）取引および口座残高がなくなった後、当）取引および口座残高がなくなった後、当）取引および口座残高がなくなった後、当）取引および口座残高がなくなった後、当行行行行が定める期間を経過した場合が定める期間を経過した場合が定める期間を経過した場合が定める期間を経過した場合        

（（（（6666））））やむを得ない事由により、当やむを得ない事由により、当やむを得ない事由により、当やむを得ない事由により、当行行行行が解約を申し出たときが解約を申し出たときが解約を申し出たときが解約を申し出たとき    

    

当行の苦情対応措置及び紛争解決措置当行の苦情対応措置及び紛争解決措置当行の苦情対応措置及び紛争解決措置当行の苦情対応措置及び紛争解決措置    

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活全国銀行協会または特定非営利活全国銀行協会または特定非営利活全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センタ動法人証券・金融商品あっせん相談センタ動法人証券・金融商品あっせん相談センタ動法人証券・金融商品あっせん相談センタ

ーを利用ーを利用ーを利用ーを利用    

    

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談室全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談室全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談室全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談室    

電話番号電話番号電話番号電話番号 0570057005700570----017109 017109 017109 017109 またはまたはまたはまたは 03030303----5252525252525252----3772377237723772    

証券・金融商品あっせん相談センター連絡先証券・金融商品あっせん相談センター連絡先証券・金融商品あっせん相談センター連絡先証券・金融商品あっせん相談センター連絡先    

電話番号電話番号電話番号電話番号 0120012001200120----64646464----5005500550055005    

    

本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先                        

0120012001200120----38383838----6910691069106910    携帯電話・ＰＨＳ及び海外からのご利用は携帯電話・ＰＨＳ及び海外からのご利用は携帯電話・ＰＨＳ及び海外からのご利用は携帯電話・ＰＨＳ及び海外からのご利用は    03030303----6832683268326832----2273227322732273    

受付時間：月曜日～金曜日の受付時間：月曜日～金曜日の受付時間：月曜日～金曜日の受付時間：月曜日～金曜日の 9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    

    


